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オール聖学院フェローシップ規則 
名 称

目 的

組 織

活 動

ASF 寄付金

推進委員会の開催

本会の費用

規則の改廃

付 則

第1条

第2条

第3条

第4条

第5条

第6条

第7条

第8条

オール聖学院の後援組織である本会は、オール聖学院フェローシップ（以下略称「ASF」という。）
と称し、事務所を学校法人聖学院（以下「法人」という。）法人事務局に置く。

ASFは、法人諸学校の設立理念の達成を目指し、オール聖学院一致の精神を高揚するとともに、
その財政的基盤を確立するため法人諸学校関係諸団体の構成員及び法人諸学校の設立理念に賛同する
篤志家による寄付行為を推進することを目的とする。

2
3

本会は法人理事長が推薦する推進委員をもって組織する。
本会に推進委員長1名、副委員長若干名を置く。委員長、副委員長は法人理事長が委嘱する。
推進委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

（1）
（2）
（3）

本会は第2条の目的を達成するため、次の活動を行う。
法人への寄付行為の推進を図り、ASF法人会員、個人会員の加入促進を図る。
法人の現状について法人諸学校関係諸団体及びASF法人会員、個人会員の理解を深めることに努める。
その他必要な活動を行う。

ASFの呼び掛けによる寄付金は法人に直接納入され、その帰属は法人とする。

毎年1回6月に推進委員会を開催し、ASFの推進状況報告、推進計画等を協議する。

本会活動に要する費用は法人が負担する。

本規則の改廃は、推進委員会の了承を受け、法人理事会が決定する。

1．本規則は1988年7月30日から施行する。
2．法人諸学校関係諸団体は、2012年4月1日現在、以下のとおりである。
（1）	 聖学院大学後援会
（2）	 聖学院大学同窓会
（3）	 女子聖学院短期大学緑朋会
（4）	 聖学院中学校高等学校PTA
（5）	 聖学院中学校高等学校後援会
（6）	 聖学院中学校高等学校同窓会
（7）	 女子聖学院中学校高等学校PTA
（8）	 女子聖学院中学校高等学校後援会
（9）	 女子聖学院翠耀会
（10）	 聖学院小学校PTA
（11）	 聖学院小学校同窓会
（12）	 聖学院小学校後援会
（13）	 聖学院幼稚園父母の会
（14）	 聖学院幼稚園同窓会
（15）	 聖学院大学附属みどり幼稚園保護者の会
（16）	 聖学院大学附属みどり幼稚園同窓会
（17）	 篤志家の会（現職及び退職の理事・監事・評議員・教職員及び上記以外の卒業生の父母・保証人を含む。）

A S F（オール聖学院フェローシップ） 募 金 要 項 
聖学院の教育充実のための目標額達成に向けて皆様からのご支援をお願い
いたします。新しい聖学院教育を進めるために “1 万人が 1 万円を ”「聖学
院サポーター募金」のご協力をお願いします。

2  0  1  6  年  度   募  金  要  項 
2016 年度募金目標額 310,000,000 円

募金プロジェクト

■学校法人聖学院
■教育および施設設備充実
　聖学院大学大学院
　聖学院大学
　聖学院中高
　女子聖学院中高
　聖学院幼稚園・小学校
　聖学院大学附属みどり幼稚園
■奨学金
　聖学院大学大学院
　聖学院大学
　聖学院中高
　女子聖学院中高
　聖学院幼稚園・小学校
■学校法人聖学院 
　（聖学院アトランタ国際学校（寄付金控除の対象にはなりません））

募金の種類等
個人・法人及び各種団体（PTA、後援会、同窓会等）

個人：1 口　10,000 円　法人：1 口　100,000 円
1 口以上のご協力をいただければ幸いです。1 口未満でも感謝を持ってお受けいたします。

入会・払込方法　

○寄付金の納入によって ASF の会員になります。
○同封の学校法人所定郵便振替用紙にプロジェクト、口数、金額、ご住所、お名前等の必要
　事項をご記入の上、お振込みください。
○学校法人所定用紙にて振込みの場合、送金手数料は無料になります。
○ クレジットカード（VISA,MasterCard）をお持ちの方は、お申し込みから入金までご自宅

等で、パソコンからインターネットによるお手続きができます。
　詳しくは聖学院ホームページ（下記 URL）をご参照ください。
     http://www.seig.ac.jp/

その他
○入金確認後、順次、寄付金受領書（特定公益増進法人の証明書付）をお送りいたします。
○個人のご寄付については税額控除に係る証明書を合わせてお届けします。
○匿名でのご寄付もたまわります。

お問い合わせ
学校法人聖学院 ASF 事務局
〒 114-8574　東京都北区中里 2-9-5
TEL：03-3917-8352　FAX：03-5907-7034

なお、ASF 募金へのご協力につきましては毎年継続してお願いしております。
既にご寄付をいただいた方々には感謝申し上げます。
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払 込 取 扱 票東京
口 座 番 号（ 右 詰 め に ご 記 入 く だ さ い ） 千   百   十   万   千   百   十   円
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裏面の注意事項をお読み下さい。　　　　　　  （私製承認東第10096号）

※

※

※

学校法人  聖学院ASF募金口

右 詰 め に ご 記 入 く だ さ い
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入
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金

特
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払

　込

　人

（消費税込み）

円

払　 込 　票 　　  ご　案　内

この用紙でご送金の場合、
送金手数料はかかりません。

個人一口   10,000 円、
法人一口 100,000 円と
させていただいておりますが、
一口未満でも感謝をもって
お受けいたします。

プロジェクトにつきま
しては、本誌をご参照
ください。

1.

2.

3.

加
入
者
名

学校法人  聖学院ASF募金口
料  

金

特
殊
取
扱

払

　
　込

　
　人

通

　
　信

　
　欄

住所（〒　　　－　　　　）

フリガナ

氏名

募金プロジェクト（P.18 参照）への募金は、こちらの用紙をご利用ください。

（注 1）個人の募金口（口数）について
・募金は、個人「1口　10,000 円」としており
ますが、10,000 円以下の募金でもお受けして
おります。その際、「口数」の記入は不要です。
金額のみご記入ください。

（注 2）募金プロジェクトで奨学金を指定される方
は、通信欄にその旨をお書きください。

（注 3）払込人欄に募金される方の住所、氏名を
必ずご記入ください。
・ご記入頂いたご住所へ受領書を送付いたしま
す。

（注 4）匿名希望の方は、通信欄にその旨お書き
ください。

■ 学校法人所定用紙でお振込の場合、  送金手数
料は無料です。

（注1）（注2）

（注3）

ASF 募金「振込用紙」の書き方とお申し込みについて

●学校法人聖学院ホームページ
http://www.seig.ac.jp/

●オール聖学院フェローシップ（ASF）
寄付申し込み詳細ページ
http://www.seig.ac.jp/asf/donation.html

クレジットカード（VISA,MasterCard）をお持ちの方は、お申し込みから入金までご自宅等で、
パソコンおよびスマートフォンまたは携帯電話からインターネットによるお手続きができます。

インターネットでの寄付のお申し込みについて

ボタンをクリックすると、寄付申し込み詳細ペー
ジが表示されます。

ボタンをクリックすると、本学が寄付の決済を
委託している株式会社エフレジの寄付支払いサ
イトへ移動し、こちらでのお手
続きとなります。

税制上の優遇措置について税制上の優遇措置について
　学校法人聖学院は文部科学省から「特定公益増進法人」の認可を受けており、日本私立学校振興・
共済事業団からは、本学院を指定受取人とする「受配者指定寄付金」の承認を受けております。寄
付金は個人、法人ともに税制上の優遇措置を受けることができます。

【法人の場合】
　本学院は、日本私立学校振興・共済事業団より「受配者指定寄付金」の承認を受けておりますので、寄付
金の全額を当該年度の損金に算入することができます。必要書類は ASF 事務局より郵送いたします。日本私
立学校振興・共済事業団への事務手続きは ASF 事務局で行い、手続き完了後には日本私立学校振興・共済事
業団が発行する寄付金受領書をお送りいたします。

【遺贈等の場合】
　土地・建物などの現物による寄付についてもお受けいたしております。遺贈の場合には、みなし譲渡所得
課税の免税が適用されます。詳細につきましてはあらかじめ ASF 事務局までご相談ください。

【個人の場合】
　平成23年度の税制改正により、「税額控除」と「所得控除」のいずれか有利な制度を選択いただけるように
なりました。但し、「税額控除」については平成24年 3月 29日以降に受領したご寄付から寄付金控除の対象
となります。

　また、上記の控除に加えて個人住民税の寄付金税額の控除対象となる場合があります。本学院では東京都、
埼玉県、更にさいたま市、上尾市にお住まいの方につきましては、条例により個人住民税の控除対象寄付金と
して指定を受けております。詳しくはお住まいの都道府県・区市町村へお尋ねください。

※領収書の発行について　クレジットカード決済でお申し込みいただいた場合、寄付金が法人に入金されるまでには申込
日から通常約1ヶ月半ほどかかりますので、あらかじめご了承ください。また、領収書の日付は、申込日ではなく、クレジッ
ト会社から法人に入金された日付となります。そのため、１１月以降のお申し込みは、領収書の発行日付が翌年になる可
能性があり、その場合は、寄付金控除も翌年の対象となりますのでご注意ください。年内での寄付金控除をご希望の場合は、
郵便振替用紙によるお振込をご利用ください。

※ 1 … 年間総所得額の 40％が限度額です　　※ 2 … 所得税額の 25％が限度額です 

税額控除　※新たに選択可能になったもの 所得控除

控 除 額

{（寄付金額※ 1 ー 2,000 円）× 40％ }※ 2

税率に関係なく所得税額から直接控除するため、小
口のご寄付に対しても減税効果が大きくなります。

寄付金額※ 1 ー 2,000 円
所得控除を行った後に税率を掛けるため、所得金
額に比べ、寄付金額が大きい場合には、税額控除
より減税効果が大きくなります。

申告時期 確定申告時　（翌年１月１日～３月中旬）

申告方法
本法人が発行した「寄付金受領書」および「税額
控除に係る証明書写」を所轄税務署に提出してく
ださい。

本法人が発行した「寄付金受領書」および「特定
公益増進法人の証明書写」を所轄税務署に提出し
てください。

還付される
金額について

※おおよその
　  イメージです

例）　給与収入 600 万円の方が５万円をご寄付された場合
（所得控除・基礎控除のみ勘案した場合）

税額控除額 ：（５万円 - 2,000 円）× 40％ = 19,200 円
 

還付金額※ 2： 19,200 円

所得控除額 ： ５万円 - 2,000 円 = 48,000 円
 
還付金額   ：　　 
   48,000 円 × 20%※注   = 9,600 円   
※注 各人が適用されている所得税率は総所得金額等
　によって５～ 45％の範囲で変動します。

備　考 上記の還付金額はあくまでも控除の違いを掴んでいただくための簡易計算による金額です。必ず還付さ
れる金額ではございませんのでご注意ください。


